
建設工事競争入札に係る入札参加者指名基準
（平成１４年宮城県告示第３６９号）

（趣旨）

第１条 この基準は、建設工事執行規則（昭和３９年宮城県規則第９号。以下「規則」と

いう。）第７条第１項の規定に基づき、県が執行する建設工事（以下「県工事」とい

う。）の請負に係る競争入札に参加させようとする者（以下「入札参加者」という。）

の指名に関し必要な事項を定めるものとする。

（入札参加者の指名）

第２条 入札参加者の指名は、建設工事に係る競争入札の参加登録等に関する規程（平成

１３年宮城県告示第７２７号。以下「登録規程」という。）第５条の３第２項の規定に

よるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、県工事が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録規程

第５条の３第３項の規定により、登録規程別表第二に掲げる発注標準額に属する等級の

上位等級の登録者を入札に参加させることができる。

一 災害応急復旧工事

二 技術的に特殊な工事及びこれに関連する工事

三 技術的水準の維持を要する工事

四 短期間で完成を要する工事

五 その他知事が必要と認める工事

３ 前二項の規定にかかわらず、県工事が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録規

程第５条の３第３項の規定により、登録規程別表第二に掲げる発注標準額に属する等級

の直近下位等級の登録者であって第５条第１項各号のいずれかに該当するものを入札参

加者指名数の５０パーセントを超えない範囲内で入札に参加させることができる。

一 技術的に特殊でない工事

二 直近下位等級の技術的水準で実施が可能な工事

三 その他知事が必要と認める工事

（指名数）

第３条 入札参加者の指名数は２０以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合は、競争が確保されるのに必要な入札参加者数とすることができるものとする。

一 指名の対象業者数が２０に満たないとき。

二 施工地からの距離が著しく離れた入札参加者が指名される場合等効率的な施工が困

難と認められる入札参加者を除外するとき。

（指名の基準）

第４条 工事執行者は、入札参加者が次の各号に掲げる事項に該当するおそれがあるとき

は、当該入札参加者を指名しないことができる。

一 県工事に関し、県の指示に従わない等不誠実な行為が認められること。

二 公共工事に関し、一括下請負、下請代金の支払遅延、特定資材の購入強制その他下

請契約に関し不適切な状態の継続が認められること。



三 暴力団員が事業活動を支配し、暴力団員をその業務に従事させる等不適切な状態が

認められること。

四 銀行取引停止、会社更生法の適用申請その他事実上倒産した状態が認められること。

五 賃金不払い、不適切な安全管理等に関する関係行政機関の指導が認められること。

六 当該工事を施工する場合における有資格技術者の配置状況、施工能力、技術特性そ

の他工事の実施体制の不備が認められること。

七 当該工事の地域特性及び施工特性の条件を付す場合における施工条件に合致しない

こと。

八 建設業退職金共済制度、建設業厚生年金基金制度等の労働福祉制度に未加入である

こと。

２ 工事執行者は、指名する入札参加者の数を調整するときその他必要があると認めると

きは、抽選により指名する入札参加者を決定することができる。

（優遇措置等）

第５条 各等級の登録者が次の各号のいずれかの条件を満たす場合は、入札参加者の指名

に当たり当該登録者を優先的に指名することができるものとする。

一 過去２年間の県工事検査規程（昭和３９年訓令甲第６号）の規定に基づく工事成績

調書の総合点の平均点が８０点以上であること。

二 過去２年以内に本県の優良建設工事施工業者表彰を受けたことがあること。

三 過去２年以内に本県の建設工事事故防止対策推進大会における優良現場代理人表彰

を受けたことがあること。

２ 前項の規定により優先的に指名できる建設工事は、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。

一 登録規程第５条の３第２項により入札参加者を指名する場合で次に掲げる工事

イ 各等級ごとに求められる技術力のうち特に高い技術的水準が要求される工事

ロ 各等級ごとに求められる品質や施工体制のうち特に優れた品質の確保や安全管理

が要求される工事

二 登録規程第５条の３第３項の規定のうち登録規程別表第二の請負工事額の範囲に属

する等級の直近下位等級の登録者を指名する場合で、第２条第３項各号に掲げる工事

三 その他知事が特に必要と認める工事

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成１４年４月１日から施行する。

（建設工事競争入札に係る入札参加者指名基準の廃止）

２ 建設工事競争入札に係る入札参加者指名基準（平成１３年宮城県告示第３６２号）は、

廃止する。

附 則

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。


